
１ 予約の流れ
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②

①

②

③
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※

３ 定期利用申込の日程

締切 場　所 期日 時　間 期　　間 場　所

1
5月1日～
　　6月30日

4月8日 4月11日
4月22日～
　　　利用日の前日

2
7月1日～
　　8月31日

6月10日 6月13日
6月17日～
　　　利用日の前日

3
9月1日～
　 10月31日

8月5日 8月8日
8月19日～
　　　利用日の前日

4
11月1日～
　 11月10日

４ 一般利用申込の日程

区
分

使用する日 受付場所

1
5月1日～
　　6月30日

2
7月1日～
　　8月31日

3
9月1日～
　 10月31日

4
11月1日～
　 11月10日

※土曜日・日曜日，祝日の予約は，１団体につき３時間までです。

・インターネットを利用して予約が可能です。（※利用者登録が必要となります。）

　「函館市公共施設予約サービス」で検索してください。

※ネットでの予約は利用日の２ヶ月前～７日前まで申込可能，利用日の６日前からは，直接電話で
　お問い合わせください。（℡２１－３４７７・３４７５）

・電話またはネット予約をした方は，使用日の前日(土曜日･日曜日，祝日の場合はその直前の平日)
　までに必ず申請および使用料の支払いをしてください。

（裏面もご確認ください。）

市教委スポーツ
振興課

6月17日　午前9時～ 6月17日　午前10時～ 6月17日　午前10時～

8月19日　午前9時～ 8月19日　午前10時～ 8月19日　午前10時～

10月21日　午前9時～ 10月21日　午前10時～ 10月21日　午前10時～

窓　　口 電　　話 インターネット

4月22日　午前9時～ 4月22日　午前10時～ 4月22日　午前10時～

市教委スポー
ツ振興課

16時00分
市教委スポー
ツ振興課

市教委スポーツ
振興課

11月利用分は一般利用のみの受付となります。一般利用申込の日程をご確認ください。

・定期利用の予約確定後，下記の日程で随時申込みを受付いたします。

複数の団体で使用希望時間が重複した場合は抽選を行います。

結果については，各団体へ電話でお知らせいたします。

予約した日程の取消または変更はできません。

区
分

使用する日
定期利用申込 抽選日程 許可申請等の受付開始日

場　所

定期利用申込書を提出してください。

・申込書に必要事項を記入し，スポーツ振興課へ提出してください。

※土曜日・日曜日，祝日の予約は，１団体につき３時間までです。

令和６年度　青柳市民庭球場一般開放要項

定期的に使用を希望する団体は，一般利用に先立って抽選会を実施し，利用日程を決定いたします。

①による日程が決定後，一般利用の受付を行います。
定期利用の抽選に落選した団体も申込みが可能です。

２ 予約の日程

団体登録をしてください。(※千代台，函館フットボールパークで登録済みの方は不要)

・登録用紙に必要事項を記入し，スポーツ振興課へ提出してください。



・青柳市民庭球場

区分

一般

学生・生徒

・還付の手続き

　　※還付時に，申請者あてに支払通知書が送付されます。

７ お問合せ

受付時間　午前８時４５分から午後５時３０分まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）

※【青柳市民庭球場】緊急の際は，夜間休日受付　℡　２１－３００６にご連絡ください。

８　市内の主なテニスコート

※詳細については，各問い合わせ先へお尋ねください。

・上記理由により使用できなかった場合は，開庁日は当日中に，土日祝日は翌開庁日までに
　スポーツ振興課までご連絡ください。

戸井教育事務所
℡　８２－３５３７

南茅部市民庭球場 臼尻町327番地3
ゴムチップウレタン
コート２面

南茅部地域社会教育施設等管理共同
企業体
℡　３１－５５９５

アスファルトコート１面

昭和公園庭球場 昭和町20番地6 人工芝コート２面

戸井運動広場ﾃﾆｽｺｰﾄ 小安町525番地1
全天候型カラー舗装
コート２面

函館フットボールパーク
テニスコート

日吉町4丁目7番 クレーコート５面

旭岡公園庭球場 西旭岡2丁目38番地 アスファルトコート１面

空港緑地志海苔ふれあ
い広場庭球場（ひがし
広場）

志海苔町298番地1

（一財）函館市住宅都市施設公社
℡　３０－３１２６

志海苔ふれあい広場パークゴルフ場
℡　５８－２９８４

（財）函館市住宅都市施設公社
℡　３０－３１２６

青柳市民庭球場 青柳町9番 クレーコート２面
函館市教育委員会スポーツ振興課
℡２１－３４７７・３４７５

千代台公園庭球場 千代台町27-2
人工芝コート18面
夜間照明あり（10面）

千代台公園庭球場クラブハウス
℡　３１－６９９３

同パーク第１クラブハウス
℡　５４－１９６０

　①還付申請書に必要事項を記入し，キャンセル日の属する月の翌月末までに許可書および
　　領収書を添付してスポーツ振興課に提出してください。（※印鑑を必ずご持参ください。）
    ※１１月分のキャンセルについては，１１月末までに還付申請を行ってください。

　②還付申請書の提出後，３～４週間ほどで受領できます。

函館市教育委員会スポーツ振興課　　℡　２１－３４７７・３４７５

施設名 所在地 施設概要 問い合わせ先

５ 使用料

1面1時間につき

150円

80円

６ 使用料の還付

・雨天や熱中症アラートの発令等，施設整備など利用者の都合によらない理由により使用で
　きなかった場合は，使用料を還付します。


